
別記様式

物 品 等 の 名 称 及 び 数 量 新潟港Ａ重油購入（その３）

契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並
び に そ の 所 属 す る 部 局
の 名 称 及 び 所 在 地

分任支出負担行為担当官
　新潟港湾・空港整備事務所長　佐渡　英樹
新潟県新潟市中央区入船町４－３７７８

契 約 締 結 日 令和8年6月15日

契約の相手方の氏名及び住所
新潟県石油業共同組合
新潟県新潟市中央区白山浦１－６３６－３０

契 約 金 額

（消費税及び地方消費税含む）

予 定 価 格

（消費税及び地方消費税含む）

随意契約によることとした
理 由

　本件は、当所所有大型浚渫兼油回収船「白山」の燃料
であるＡ重油を購入するものである。

　令和８年１月に公告を行った「Ａ重油購入」の一般競
争入札の入札不調を受け、業者ヒアリングを行った結
果、イラン情勢の悪化を背景に、卸売市場に出回る石油
量が急減しており、供給状況の先行きが不透明であるた
め入札参加を見送ったとの回答を得た。
　新潟港西港地区は信濃川河口部に位置し、航路泊地に
上流から流れ込む土砂が堆積するため、「白山」により
常時浚渫作業を行っている。このため、燃料不足により
航路浚渫が出来ない場合、当該西港地区より出入港する
定期フェリー等の運航に支障が生じる恐れがある。フェ
リーが運休するような事象が実際に起きてしまった場合
は、佐渡島に関わる国民生活の維持に直結するほど社会
的な影響が大きく、白山の運行を止めることは絶対に避
けなければならない。

　契約の相手方である新潟県石油業協同組合は、当所が
Ａ重油を必要とするタイミングで必要量納入できる唯一
の者であった。

　よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、契約の
相手方と随意契約を行うものである。

備 考
単価契約
予定調達総額
\14,388,000.-

随意契約結果書

 179,850 円

 184,250 円


